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コンピュータ倫理学が学として登場した当時の問題は主にスタンド・アローンのコンピュータに関する

ものであり、内容としては、ソフトウェアの製作者の専 家としての責任や海 版ソフトウェアの作成、

巨大データベース上にあるデータに関するプライバシー問題などが中心であった。しかし、現在、問題の

焦点はコンピュータ・ネットワーク、とりわけインターネットに移っている。ウィッカートは以下、コン

ピュー タ・ネットワークに潜む倫理的問題のいくつかを具体的に列挙し、その問題点を指摘する。

1:プライバシー
情報技術の発展により、情報を集積、照合し、そこから有益な情報を推論する能力が飛 的に向上した。

しかし、そのことにより個人のプライバシー侵害もまた増大することとなった。その要因として、ウィッ

カートは「データ・マイニング」を取り上げる。データ・マイニングとは、有意味な法則やパターンを発

見することを目的として膨大な量のデータを探索、分析することである。データ・マイニングによって得

られた法則やパターンは、例えばビジネスの文脈では、広告のターゲットや 客の絞込みに用いられる。

ウィッカートはデータ・マイニングの特徴を、表面上は「大企業に中小企業と同じ 客の知 を与える」

と表現している。ウィッカートは行き付けのコーヒー・ショップ とスーパーを例にして説明する。例えば、

行き付けのコーヒー・ショップでは、店員は私のコーヒー やグラインドに対する選好を知っており、そ

れに基づいたサービスをしてくれる。一方、スーパーマーケットでは、私は前者と同じ商品を手にいれる

ことはできるが、同じサービスは受けることができない。しかし、データ・マイニングを用いれば、少な

くとも表面上は、スーパーにおいても行きつけの店と同じサービスが受けられるかもしれない(例えば、カ

ートに欲しい の情報が表示される等)。さて、ここにどのような問題があるのだろうか。ウィッカートに

よれば、データ・マイニ グの問題は、個人データが集積されることにあるのではなく、データの中に 則

性や パターンが見出されることにある。しかし、これだけではまだ問題の焦点が不明瞭であろう。ここで

注目すべきは、個人データが公の場にあるとしても、それがばらばらにあるのと、データの連合があるの



とでは我々の態度が大きく異なるということである。データ・マイニングはデータの連合を発見する。 こ

のことにプライバシーの問題が存するのである。

問題を具体的に把握するため、ウィッカートは次のような状況を考察する。私があるスーパーでレジを

通る際に、誰かが私の買ったものにいちいちメモをとり、最後に名前と住所を聞いたとしよう。私が買物

をするさまを誰かに見られるのは構わないが、このような状況では少なからず嫌な思いをするだろう。ま

た、仮に私は同じスーパーで、同じ日に、しかし異なった時間に、1 枚ずつチョコレートを買うとしよう。

その時、私は毎回違うレジ係と顔を合わせる。個々のレジ係は、「私がチョコレートを買った」ということ

は知っているかもしれないが、私が何枚チョコレートを買ったかは分からない。しかしデータ・マイニン

グが行なわれれば、私とチョコレートの関係はすぐさま明らかになるだろう。以上の 2 つの例で「私」が

懸念を抱く状況はバーコードやクレジットカードの使用、そしてそれによって得られたデータをマイニン

グすることによって日常的に生じるものである。

プライバシーの問題はデータの連合が公の場に置かれることである、とウィッカートは分析しつつ、さ

らに、データ・マイニングの場合、それらが忘却されず、さらなる利用と推論のために保存される、とい

う点を強調する。例えば、コーヒーショップの店員が持っている私のコーヒーに対する選好というのは、

確かに公の場にある私のデータの連合であるかもしれないが、それはどこにも書きとめられておらず、い

つかは忘却される。データが忘却されるのは 常に重要なことである。しかし、データ・マイニングの場

合、それがない。どのようなデータ・マイニングが受容され、どのようなものが受容されないかを決定す

るにはさらなる研究が必要とされるものの、 データの連合が発見され、それが消去されずに保存されると

いうまさにこの点にデータ・マイニングに関するプライバシー問題が存する、というウィッカートの主張

は、強調すべきポイントである。

連合と忘却の問題は別の文脈においても生じている。ウィッカートは例として、犯罪に関する情報を公

開しているサイト CrimeNet をあげる。このサイトの 旨は、犯罪歴を持つ人の知 を身につけることで犯

罪から身を守る、というものである。しかし「自分の子供を幼児 待歴をもつ人間の家に づけないよう

にする」という文脈ではこのサイトは正当化されるかもしれないが、犯罪者の更正という文脈においては、

このサイトは犯罪歴を持つ人にとって大きな障害となるだろう。CrimeNet は「サイト内の情報は政府機関

によって公開されている」と主張しているが、苦労して調べなければ分からない状態に情報がおかれてい

るのと、インターネットで容易にアクセス可能な状態におかれていることには大きな違いが存するのであ

る。

2: 従業員の監視
年、従業員が、会社のコンピュータ機器を不適切に使用したとされて 雇される事件が生じている。

ウィッカートによれば、この事件によって新たなる問題が浮かびあがる。すなわち、雇用者が従業員を監

視するのが道徳的に されるのはどの程度までか、という問題である。現在、米国では 2/3 の企業が従業

員を監視している。しかしながら、職場でのプライバシーは後回しにされる一方で、最 では、より精巧

になった監視用ソフトウェアが導入されても波 ひとつ立たない状況である。そして、雇用者も従業員も



監視を当然のものとして受け入れている。

しかし、この事態はもっと注意深く考える必要がある。ウィッカートによれば、コンピュータのモニタ

リングが当然と考えられる背景は次のとおりである。従業員は、雇用者が所有している機器を用いて働い

ている。それゆえに、その機器において生じているすべての活動を雇用者は知る権利がある。ウィッカー

トはこの推論に疑問を投げかける。確かに、作業がコンピュータ資源を利用している以上、コンピュータ

のパフォーマンスを低下させるような利用は不適切であるかもしれないが、個人的利用が何の害も与えな

いのならばそれは 容されるべきである、とウィッカートは論じる。ウィッカートは、会社のコンピュー

タの私的利用の全面禁止を「自分のおもちゃで遊んでいる友人からおもちゃをとりあげることである」と

批判している。

モニタリングによる弊害は、コンピュータの私的利用の禁止以上に、個人のプライバシーの侵害が懸念

される。何らかの不正利用の証拠がある場合に従業員のインターネット上での活動を監視するのと、何が

きているかを知るために常に従業員の活動を監視するのには大きな違いがある、とウィッカートは主張

する。そして、後者は明らかなプライバシーの侵害である。具体的には、公のスペースにあるコンピュー

タのスクリーンにわいせつ画像を置いておくというのは、もちろん禁止されるべきであるが、同じ画像を、

会社から与えられている個人の机にあるコンピュータの中の個人用のフォルダに置いておくことを禁止す

るのはプライバシーの侵害であるといえよう。

3: 責任
最 のいわゆる「Love Bug」ウィルスによって責任の問題に関する新たなる研究が必要になった。ウィ

ルスの頒布者は当然 難されてしかるべきであるが、その一方でマイクロソフト社もまた責任を 求され

るべきである、とウィッカートは述べる。その根拠として、マイクロソフト社の製品は十分に安全ではな

く、さらにそれほど大きな労力なしに改善できた、というのが挙げられる。この具体例を別にしても、ソ

フトウェアが安全でない場合には製造者がいくらかの責任を負う、というのは一般的に認められる議論で

あろう。例えば、航空会社のセキュリティがゆるかった際に生じたハイジャックに対しては、ハイジャッ

カーのみならず航空会社もまた 難されるべきであろう。これと同様なことがコンピュータソフトの製作

者とウィルスとの間にも うことができる、とウィッカートは主張する。これとは別に、ユーザ側に責任

がある場合も考えられる。例えば、システムの脆弱性を知りつつ利用していた場合に、そのせいで生じた

危害に対してはユーザ自身が責任を負わねばならないであろう。

4: 平等と人間ēコンピュータ間のインターフェース
次いでウィッカートが取り上げるのは、コンピュータ利用の際の平等の問題である。この問題はとりわ

け、人間 コンピュータ間のインターフェース(HCI)のデザインに関して持ち上がる。特定のインターフェ

ースは、ある人々には使いやすいが、別の人々には使用困難か、使用不可能なものであるという点で、バ

イアスを含んでいる。しかし、HCI のデザインの公正が義務であると うのは簡単だが、何が公正と不公正

を構成するかを述べるのは難しい。例えば、他により理 可能な が存在するにもかかわらず、ある潜

在的なユーザにとって理 不可能な をもちいているインターフェースというのは、不公正で、差別を



含むものといえるかもしれない。例えば、これは白人の若年男性を主だった対象としたインターフェース

に こりうる事態である。しかし、ここでウィッカートは、特定の身体的障害をもつユーザが利用できな

いインターフェースというものを考える。果たしてそれは不公正であるといえるのか。

ウィッカートの答えは「場合によりけり」というものである。仮に、わずかなコストでそれが利用可能

になるのに、それを行わないのは不正であるといえる。しかし、改良のコストが余りにも く、そのコス

トのために逆にソフトが提供不可能になってしまうほどに改良が難しい場合に限り、上記の意味でのバイ

アスがかかったインターフェースは 容されるだろう。ウィッカートがここで述べる最終的な基準は以下

のようなものである。「ウェブ・サイトはすべての潜在的ユーザにとって平等に利用可能でなければならな

い。ただし、これを実現するコストがサイトの利用自体を不可能にする場合を除く。」

5: その他の問題
その他の問題としてウィッカートがあげるのは、(1)サーチ・エンジンやインターネット上の仲介者の問

題、(2)地球 模の倫理学の必要性、(3)インターネット 制である。(1)に関しては、やはり公正さの問題

が浮上する。仲介者は情報の位置付けや配置に関して公正さに配慮しなければならない。(2)に関しては、

とりわけ 子商取引が念頭に置かれる。我々は異なる文化間に共通なものを見出し、共有できる何かを作

り出す必要がある。(3)に関しては古くはわいせつ画像の問題や、最 ではインターネットギャンブルの問

題があがっている。インターネットが我々の生活の上で中心的な役割を担うにつれ、その 制に関しても

より大きな注意が払われねばならなくなるだろう。

6:将来のコンピュータ倫理学の実
本節ではウィッカートはこれからのコンピュータ倫理学のあるべき姿というものを提示する。

ウィッカートはまず、「コンピュータ倫理学はいっそう厳密に、そして理論的基礎を強固に発展させなけ

ればならない」と述べる。というのも、現在のコンピュータ倫理学は一般的な倫理学や十分に成 した応

用倫理学(例えば環境倫理学)に比べて、研究の数が圧倒的に少なく、論文にしても同じトピックに関する

レファレンスが少なく、それらに対する検証も少ないからである。

第 2 に、理論家と実 家が密接に連結しなければならない。ウィッカートによれば、どちらか一方だけ

でも有用ではあるが、しかしコンピュータ倫理学の目的を果たすには不十分である。コンピュータ倫理学

が世の役に立つ学となり、真剣に受け止められるためには、実 的な問題を理論的に検証し、その時代の

技術の能力内で可能な答えを提示しなければならないだろう。

最後に、各研究分野間の協力が今まで以上に必要になる。ウィッカートは、最低でもコンピュータの技

術者及び学者、哲学者、心理学者、社会学者、法学者間の協力が不可欠である、と う。このような学際

的な協力なくしてはコンピュータ倫理学の進歩は限られたものになるだろう。

7: コンピュータ倫理学の効用
ウィッカートは最後にコンピュータ倫理学の有用性に 及して論文を締める。ウィッカートはコンピュ



ータ倫理学の効用として次の 3 点を挙げる。まず第 1 に政策決定への寄与、第 2 にコンピュータの専 家

やユーザの教育、第 3 に「ソクラテス的な役割」である。ウィッカートは特に最後のものを強調する。コ

ンピュータ倫理学者は、情報技術に関して現在何が問題であるのか、そして何が不明瞭であるのかを問い

つづけなければならない。コンピュータ倫理学は世界で きているあらゆる問題への万能の良医ではない

が、情報技術に関わる専 家やユーザに対して倫理的な問題提 を行なうことで、十分に価値ある研究と

なりうるだろう、というのがウィッカートの結論である。

8:紹介者コメント
個々の問題の分析に対する批評はさておくとして、本論文において最も注目すべきはウィッカートが示

したコンピュータ倫理学者の役割、とりわけ「ソクラテス的な役割」である。この役割の実 は、コンピ

ュータ倫理学者に限らず、応用倫理に関わる者全てに対して要請されるべきものであろう。コンピュータ

倫理学者はこの役割を実 することにより、教育者的な役割や政策決定的な役割に大きく寄与できるであ

ろう。さらに、ソクラテス的役割を十分に果たすことはウィッカートが示したコンピュータ倫理学のある

べき姿を実 することでもある。すなわち、理論と実 を結び付け、かつ他の研究分野をまとめるコーデ

ィネーターとなりうることを可能にするだろう。しかしそれにはまず、コンピュータ倫理学自体の厳密化

が必要となるであろう。従って、コンピュータ倫理学者にとってさしあたり必要なのは、ソクラテス的精

神に則りつつ、より詳細で網羅的な研究論文を書き上げることであろう。

(佐々木 拓)


